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問い合わせ先 ※まずはオンラインサポートデスクへ相談してください 

⚫ 本奨学金制度に関すること・・・・・・・・国際教育センター奨学金係 オンラインサポートデスク  

⚫ 家計状況申告書類に関すること・・・・国際教育センター奨学金家計申請受付係 TEL：070-3100-9447 

（受付時間 平日 9：30～11：30、12：30～17：00） 

※日本語での受付・回答となります。  

 

Ⅰ．.海外留学サポート奨学金とは 

（1） 本奨学金の趣旨について 

本奨学金は、経済上の理由により海外留学プログラム（以下、留学プログラム）への参加または参加継続が困難で

あると見込まれる者に対し、支援することを目的としている給付型（返済不要）の奨学金です。 

（2） 本奨学金の採用種別について 

海外留学サポート奨学金には以下、2種類の採用形態があります。 

1） 予約採用型 

経済上の理由により、本奨学金対象の留学プログラム（立命館大学実施）への参加が困難であることが見込まれる

者を支援し、留学プログラムへの参加・修了を実現することを目的としています。 

2） 家計急変型 

本奨学金対象の留学プログラム（立命館大学実施）に派遣が決定した、あるいは派遣中の者で、家計の状況が急変

し、派遣継続が困難と見込まれる者に対して支給します。すでに派遣が決定した留学への意欲や能力が高い学生が

家計急変に陥った際に、留学を実現するための支援とすることを目的としています。 

※ 随時募集・・・詳細は FAQを確認ください。 

（独立行政法人日本学生支援機構給付奨学金の家計急変採用の基準に準じます。） 

● 出願日程・出願方法について 

 

出願受付期間 随時受付 

立命館大学海外留学サポート奨学金 募集要項 

（家計急変型） 

＜個人情報の取り扱いについて＞ 

今回提出される書類の個人情報については、本奨学金の選考、奨学金支給に関する手続、本学からの連絡、個人が特定

されない学内統計資料の作成および今後の奨学金制度の改善を図るためにのみ使用されます。 

https://global.support.ritsumei.ac.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=360006493753
https://global.support.ritsumei.ac.jp/hc/article_attachments/19323765618835
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Ⅱ．出願スケジュールについて 

本奨学金における出願～採用内定～正式採用～帰国後の手続については、下記の流れを確認してください。 

Ⅱ．家計急変型について 

（１） 家計急変型の奨学金について 

本奨学金対象の留学プログラム（立命館大学実施）に派遣が決定した、あるいは派遣中の者で、家計の状況が

急変し、派遣継続が困難と見込まれる者に対して支給します。すでに派遣が決定した留学への意欲や能力が高

い学生が家計急変に陥った際に、留学を実現するための支援とすることを目的としています。 

（２） 家計急変とは 

生計維持者（学費負担者）の事情により、急激に家計状況が悪化し、本学に所属する学生の修学継続が困難と認

められる程度の収入減少となった状況を指します。なお、上記の「急激に家計状況が悪化」とは予測不能な事情に

よるものであり、以下の退職事由（定年退職、契約（雇用）期間満了、自己都合退職、懲戒解雇）は本家計急変型

の奨学金制度においては急変と見なしません。なお、家計急変事由等の基準については、学生オフィス主管の経

済支援型奨学金の基準に準じます。 

留学成果報告書の提出

留学プログラム帰国後から1カ月以内に「留学成果報告書」を国際教育センターに必ず提出してください。

支給手続・支給
支給手続にかかる書類を提出いただき、

採用および奨学金額が確定した後、支給に関するご案内を致します。

採用結果通知

「manaba ＋R」 の個人宛のお知らせにて採用結果が通知されます。

選考・採用者決定

本奨学金の選考委員会にて採用が決定されます。

出願書類の準備・提出

家計急変を証明する書類を提出してください。詳細は国際教育センターより案内します。

国際教育センターへ相談
家計が急変した場合、国際教育センターへご連絡ください。

※家計急変の事由が発生してから3カ月以内。
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（３） 家計収入・所得の基準 

家計急変後の家計収入・所得の基準が、予約採用型で定める基準を満たしていること（p.3～p.4参照） 

※給与収入とその他所得の両方がある場合は、日本学生支援機構奨学金の基準を準用し、大学にて換算します。 

（４） 奨学金支給額について 

予約採用型で定める、支給額と同額を支給。 

家計急変の事由は以下を満たしている者。 

※独立行政法人日本学生支援機構給付奨学金の家計急変採用の基準に準じます。 

A：生計維持者の一方（又は両方）が死亡 

B：生計維持者の一方（又は両方）が事故又は病気により、半年以上、就労が困難 

C：生計維持者の一方（又は両方）が失職（非自発的失業の場合に限る） 

D：生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当 

１）上記Ａ～Ｃのいずれかに該当 

２）被災により、生計維持者の一方（又は両方）が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減

少させる事由が発生。 

Ｅ：本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所

等することとなった。 

※以下の事由は本家計急変型の奨学金制度においては急変と見なしません。 

・生計維持者の離婚又は失踪 

・定年退職等、非自発的失業（下記コード参照）に該当しない離職  
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（５） 支給時期と支給方法について 

1）支給時期：支給手続にかかる書類を提出いただき、採用および奨学金額が確定した後、支給に関するご案内を

致します。  

2）支給方法：採用者本人名義の銀行口座に振込みます。 

（６） 出願期間について 

家計急変の事由が発生した日から 3カ月以内まで随時受付 

※留学プログラム派遣決定後～派遣期間終了 

 

 

 

 

Ⅴ．その他注意事項 

（１） 本奨学金の出願や選考は、本人が応募する留学プログラムの合否に影響を与えるものではありません。また、奨学

金の採用内定者としての決定は、留学プログラムの合格を保証するものではありません。 

（２） 今回の募集において、不採用または採用内定取消しとなっても、次回以降の募集に出願は可能です。ただし、出願

および家計状況申告に関する書類は再度提出する必要があります。 

（３） 受給者が次の項目のいずれかに該当したときは、国際部長は支給決定の全部または一部を取り消すことがありま

す。この場合において、国際部長は既に支給した奨学金の全部または一部の返還を求めることがあります。 

⚫ 各種提出物が所定の期限内に未提出のとき。 

⚫ 留学プログラムへの参加を中止したとき、または留学期間が変更されたとき。 

⚫ 出願書類等への虚偽の記載等の不正の事実が判明したとき。 

⚫ 本奨学金の支給の要件を満たさなくなったとき。 

（４） 本奨学金と他の奨学金との併給については、以下をよく確認してください。 

⚫ 「立命館大学海外留学チャレンジ奨学金」との併給可能。 

⚫ 本奨学金の「予約採用型」と「家計急変型」との併給不可。 

（５） 本募集要項に記載の留学プログラムとは、現地渡航を前提とした海外留学プログラムについて記載しています。予

定されていた海外留学プログラム（現地への渡航を前提としたプログラム）が、催行中止となった場合や、プログラム

内容が変更された場合（オンライン留学プログラムや現地渡航を組み合わせたハイブリッド留学プログラムを含む）

は、支給の有無、支給金額等が変更となります。予めご了承ください。 

 

以上 

 

留学プログラムへの派遣決定後、あるいは参加中に家計急変となり、本奨学金への出願を希望する場合は、

国際教育センターまでご相談ください。手続き等の詳細は相談時にお知らせします。 

 


